
令和7年 1月～3月

※恵庭市教育委員会では「恵庭市立学校における働き方改革推進計画（第3期）」において、教職員の
 在校等時間から所定の勤務時間を減じた時間外在校等時間の目標を１か月で４５時間以内、１年間で
 ３６０時間以内としている。

〇 学校種別の時間外在校等時間（超過時間）状況
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   恵庭市立学校教職員に係る時間外在校等時間(超過時間)について

〇期 間：

〇対 象 校：恵庭市内小中学校（小学校８校・中学校５校 計１３校）

〇対象職員：教職員（校⾧、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員 等）


